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＜ラウンドテーブル報告 2＞

初年次教育と発達障がい学生支援

【企　画　者】　　西村秀雄（金沢工業大学）

【司　会　者】　　沖　清豪（早稲田大学）

【話題提供者】　　西村秀雄（金沢工業大学）

沖　清豪（早稲田大学）

1. はじめに
学生の多様化とそれに伴う学生支援の多様

化が進捗する中で，初年次教育を担当する教
職員は新しく対応困難な複数の課題に直面し
ている。その中でも発達障がいを抱える学生
の大学への適応については，当事者である学
生自身だけでなく，彼らの周囲にいる学生や
初年次教育を担当する教職員にとっても，何
をどのように考え，対応すればよいかについ
て模索が続いている。特に教育改革としてア
クティブ・ラーニングを求める大学改革の文
脈では，組織としても教職員個々人にとって
も，支援の在り方を問い直される状況にある。
あるいはまた，2016年 4月における障害
者差別解消法（「障害を理由とする差別の解
消の推進に関する法律」）の施行によって，
「合理的配慮」をめぐる支援の捉え方につい
て，学内外の関係者同士でもずれが生じる状
況が生じている。
すでに教育学関連諸学会や学生支援・相談
をめぐる学会・研究会では，障がい学生支援
全体，あるいは発達障がい学生の支援に関す
る研究報告，シンポジウムや研修会が開催さ
れている。初年次教育学会でも昨今の研究報
告などで，事例紹介などを通じて関連する内
容のものが散見されるようになった。
こうした流れを受けて今年度の大会では，初

年次教育の文脈における障がい学生支援，とり
わけ発達障害を抱える学生への支援の在り方に
ついて，現状と課題を共有するラウンドテーブ

ルを設定することとした。担当する 2名は当該
領域の専門研究者ではないが，それぞれの授業
実践や研究活動を通じて本問題への迅速な対
応や情報共有が必要であると認識している。情
報提供は最低限にして，ラウンドテーブルとし
て参加者の声を集める取り組みを行った。

2.  金沢工業大学の初年次教育における鬱お
よび発達障害学生の現状
金沢工業大学（以下，「金沢工大」）は 2004

年にカリキュラム改革に際して一連の初年次
教育科目群を導入し，一部科目の開講年次変
更などを経ながら，現在に至っている。その
中心は事実上通年で開講される必修科目「修
学基礎」であり，入学直後のスチューデン
ト・スキルおよびスタディ・スキル獲得から
始まり，年度後半のキャリア教育に至る，現
在ではごく一般的な初年次教育科目である。
「修学基礎」は，普通に出席して個別学習お
よびグループ活動に取り組み，課題を提出す
れば単位を修得できるはずの科目であるにも
かかわらず，残念ながら毎回数％の学生が不
合格となる。再履修学生については当初，翌
年の新入生とともに学ばせていたが，他学生
に与える影響が大きいことから，再履修学生の
みの特別クラスを編成するようになった。2011
年度以降は，話題提供者（西村）が当該クラス
を継続して担当している（2015年度を除く）。
この間，再履修学生は増加の一途をたど
り，現在では，約 1,700名の新入生に対して
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年度前半は約 4％，後半は約 7％の学生が再
履修する状況である（退学する学生もいるた
め，単位を修得できない学生はさらに多い）。
そのため，年度後半は 2クラス編成として，
比較的問題の少ない学生のクラスを学生部長
が担当している。
「修学基礎」では通常クラスでも入学直後
および年度末に全員を対象として 10分間程
度の面接を行っているが，再履修クラスでは
最低でも 30分，長い場合は数時間かけて不
合格となった理由および本人の状況を丁寧に
確認している。
単位を修得できなかった理由は出席日数不

足ないしは課題を提出できないことによる不合
格が大半であり，たまたま評価が低くて不合格
となった者等は再履修生の 10％以下にとどま
る。欠席および課題未提出の原因について尋ね
ると，ほぼ全員が「怠けていた」，「朝，起きら
れなかった」あるいは「やる気はあるが，（なぜ
か）課題を提出できなかった」などと返答する。

さらに詳しく面接すると，まず浮き彫りにな
るのが鬱（鬱病～抑鬱状態）の学生の存在であ
り，再履修生の半数弱を占める。本人および
保護者がそれに気づいていない―従って受診
していない―ことが多く，また，留年生の場
合は前年の担任が認識していなかったために，
当該学生を無理に励まして状況を悪化させて
いるケースも認められる。そのほかの精神障
害としては，睡眠障害が一定数認められるが，
統合失調症は年に 1例あるかないかである。
以上の鬱および精神障害の学生については

当初から一定数が存在していたが，近年増加
しつつあるように感じられるのが発達障がい
を持った学生であり，現在，個人的には鬱の
学生と同程度の人数ではないかと考えている。
発達障がいに関して，文部科学省の定義は
現場の感覚とやや一致しない部分がある。そ
のため，日本学生支援機構が実施した「平成
28年度（2016年度）障害のある学生の修学支
援に関する実態調査結果報告書」の区分に従

図 1　障害学生数と障害学生在籍率の推移
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えば，発達障がいとは SLD（限局性学習症／
限局性学習障害），ADHD（注意欠如・多動症
／注意欠如・多動性障害），ASD（自閉スペク
トラム症／自閉症スペクトラム障害）および
その重複とされる学生である。前頁の図は日
本学生支援機構の調査による身体障害等を含
む障害学生数と障害学生在籍率の推移をグラ
フにしたものである。単色印刷のためわかり
にくいが，棒グラフの上から 2つ目が発達障
害であり，他の障がいとともに発達障がいと
認識される事例が増加していることがわかる。
日本学生支援機構の調査における発達障が
い者は診断書を有する者を指すが，2016年
度の場合，対象となった 3,184,169名中，
3,519名でありその比率は 0.11％，つまり学
生 1,000名に 1名程度となる。
しかし現場の感覚からすると，勉学に支障
をきたしながらも，本人や保護者，そして周
囲が気づいていないために受診していない
者，やや軽度の者を含めると，発達障がい学
生の実数はこの調査結果より 1桁ないし 2桁
多い可能性が強い。鬱および発達障がい学生
への対応は深刻かつ急務の問題なのである。
このような現状に対して，金沢工大における

鬱および発達障がい学生受け入れ態勢の現状
は，残念ながら未整備と言わざるを得ない。新
入生全般については手厚い指導体制を用意し
ているが，アドバイザーへの鬱および発達障が
い学生に関する特別な情報提供は行われてい
ないため，前述したように問題の兆候を見落と
したり，場合によっては不適切な指導によって
状況を悪化させている懸念すら存在する。
鬱および発達障がいが認められた場合は，

学内の「修学履歴情報システム」に指導情報が
記録，蓄積されるが，やはり教員の理解が追い
付かず，専門課程を含めて学生の在籍期間を
通じて十分に活用されているわけではない。鬱
および発達障がい学生のかなりの部分がカウ
ンセリングセンターを利用しており，それ自体
は効果を上げているものと考えられるが，守秘

義務の問題があるため，緊急時を除き，カウン
セラーから一般教職員に情報が提供されるこ
とはない。正直なところ，一部教員および担当
職員の献身的な努力によって不幸な事態をか
ろうじて回避しているというのが実態である。

3.  高大接続と初年次教育の観点からみた発
達障がい学生の受入れと指導体制構築

（1） 高大接続と発達障がい学生受け入れ
発達障がい学生に対する支援ないし配慮の
取り組みは，高大接続すなわち入学者選抜の
時点から始まる。さらに，受験に合格し，入
学が決定すると，すぐに入学後の支援体制の
検討および構築が必要とされる。
推薦制度に基づく選抜やAO入試の場合は，

その合格発表は私立大学の場合年内 11月まで
に実施されることが一般的であり，入学後の
支援体制構築のための情報共有や担当者の配
置などは少なくとも時間的制約という点では
比較的余裕をもって検討することができる。
現在課題となるのは，学力試験における発
達障がいを有する受験生に対する「合理的配
慮」である。この点について個別大学に大き
な影響を与えているのが大学入試センターに
よるセンター試験における発達障がいを有す
る受験生への配慮である。
具体的には，「自閉症，アスペルガー症候
群，広範性発達障害，学習障害，注意欠陥多
動性障害のため配慮を必要とする者」に対し
て，「試験時間の延長（1.3倍）」，「チェック
解答」，「拡大文字問題冊子（14・22ポイン
ト）」，「注意事項等の文書による伝達」，「別
室の設定」，「試験室入口までの付添者の同
伴」，「リスニングにおける各種配慮」等の配
慮を，当該受験生の診断書と状況報告書に基
づいて判定することとなっている。
結果的にこの大学入試センターの諸基準が
個別大学の一般入試における配慮の範囲とし
て重視されることになり，私立大学の場合も
合理的な範囲でこれらの配慮を実施すること
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が受験生やその関係者から期待されている。
さらに受験時に実施された配慮は入学後に
も期待されるものとしての基準となりうる。
（2） 入学後の全学的支援体制と初年次教育
早稲田大学の場合，発達障がいを有する学
生の入学が決まった時点で，当該学部教務担
当者と全学組織である障がい学生支援室の発
達障がい支援担当者との間で調整が行われ，
支援体制が構築される。さらにこれらの情報
や必要な支援のあり方について，初年次教育
の演習担当者に個別に支援のあり方などにつ
いて文書等を通じて情報が提供され，多様な
側面での支援が可能となっている。少なくと
も診断書を有し，支援を希望する学生の場合
は，一定水準での対応が実現している。
問題は診断書がない場合，学生本人に自覚が

乏しいが発達障がいが疑われる場合，そして基
礎演習が他学生との協働主体である場合であ
る。基礎演習担当教員が当該学生にどのような
配慮を行い，当該授業内およびその後の学習継
続にあたり，何をどの程度配慮し支援体制を構
築するかについては課題としてのこされている。
なお，卒業後の進路との関連，就労支援に
ついては，株式会社 Kaienの藤恭子氏にご発
言いただき，参加者内での協議を深めた。

4. 終わりに
そもそも鬱および発達障がい学生の存在

は，「困ったこと」なのだろうか。
このような問題を抱えた学生に早期から，か

つ適切に支援することによって，少なくとも一
部の学生については問題を軽減させることがで
きる可能性がある。同時に，障がいを持たない
学生―そのような学生が存在するとして―に
とっても，多様性と自らの存在のあり方を考え
る良い機会となるのではないだろうか。
ラウンドテーブル参加者がそれぞれの現場
での課題を持ち寄り，意見交換や対応方策の
紹介などを通じて，新たな視点を獲得し，現
在の試行錯誤の状況を整理し，次の段階に立
ち向かえる多少の元気をもってもらえる会と
なるよう努めた。
なおこのラウンドテーブルで共有された内
容を発展させて，初年次教育学会設立 10周
年出版『進化する初年次教育』でその成果を
公表する予定である。
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